旧優生保護法補償金等支給事業における広報事業業務委託に係る
企画提案募集要項

１　契約に関する事項
（１）業務名　
　　　旧優生保護法補償金等支給事業における広報事業委託業務
（２）業務の内容
　　　別添仕様書のとおり
（３）事業主体
　　　大分県
（４）契約期間　
　　　契約締結日～令和９年２月２６日（金）まで
（５）限度額
　　　５，１１３，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

２　参加資格
　企画提案競技へ参加できる者は、以下の全てを満たす者とする。なお、提案に当たっては、本公募要領、仕様書等を熟読し遵守すること。
（１）県が委託する業務を的確に遂行する能力を有する法人であること。
（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に該当しない者であること。
（３）業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。
①　業務の実施にあたり主任の担当者を配置し、県との打合せ（オンラインも含む）等に担当者等を出席させることが可能な者であること。
②　宗教活動または政治活動を主たる目的とする者ではないこと。
③　特定の公職者（その候補者を含む）または政党を推薦し、支持し、または反対することを目的とする者でないこと。
（４）自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
①　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
②　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
③　暴力団員が役員となっている事業者
④　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
⑤　暴力団員であることを知りながら、その者と下請け契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
⑥　暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者
⑦　役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、社会的に避難される関係を有している者
⑧　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
（５）破産者手続き開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
（６）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている企業等でないこと
（７）都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
（８）大分県入札参加資格停止の措置を受けている者でないこと。
（９）業務を適切に運営できる組織体制を備えていること。
（10）企画提案を共同企業体で行う場合の参加各企業や、業務の実施にあたり、協力して業務を行う法人がある場合の当該法人についても上記（１）～（９）を満たしていること。

３　参加申込書類の提出
（１）提出期限
　　　令和８年６月15日（月）正午
（２）提出方法及び提出先
　　　提出方法：Ｅメールで提出すること
　　　提 出 先：「９　問い合わせ先」参照
　　　そ の 他：必ず電話にて到達確認すること
（３）提出物
①　参加申込書（様式１）
②　誓約書（様式２）
③　大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者であることを証する書類（競争入札参加資格審査結果通知書の写し等）
※　登録していない場合は以下の必要書類を提出
・　定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約
・　役員名簿
・　財務諸表（直近のもの）
・　登記事項証明書（提出日から６か月以内のものに限る）
④　会社概要が把握可能な書類（ホームページの写し、パンフレットなど）
⑤　都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類（写し可）
※都道府県税の納税証明書（県税に未納がない旨の証明書）、国税の納税証明書を想定

４　企画提案書の提出
（１）提出期限
　　　令和８年６月１９日（金）正午
（２）提出方法及び提出先
　　　提出方法：Ｅメールで提出すること
　　　提 出 先：「９　問い合わせ先」参照
　　　そ の 他：必ず電話にて到達確認すること
印刷した際、Ａ４横サイズに収まるようにすること
ページ数を記載すること
（３）提出内容
　　　企画提案書提出用かがみ文（様式３）とあわせ、下記を提出すること
　　①　企画提案書（様式自由）
別紙「旧優生保護法補償金等支給事業における広報事業委託業務仕様書」、別表１「審査基準表」を踏まえた上で、実際の事業をイメージできるような提案を行うこと
ア　企画内容（(ｲ)については２案まで提案可とする。）
(ｱ) 補償金等制度及び相談窓口の広報
・　活用するメディアの組合せ、活用方法、回数等について提案すること。
(ｲ) 啓発用チラシの制作
・　チラシの原稿案を提案するとともに、案の意図について説明すること。
イ　業務の実施体制
ウ　業務のスケジュール
②　業務実績書（様式自由）
過去の実績、類似する業務の経験等がわかるもの
③　見積書（様式自由）
・　金額は、日本円にて消費税及び地方消費税の額がわかるように記載すること。
・　別紙「旧優生保護法補償金等制度及び相談窓口広報・啓発業務委託仕様書」の「５　業務内容」に定める項目ごとに内訳を明示し、可能な限り詳細に記載すること。

５　質問の受付及び回答
・　質問の受付は、全て「質問票」（様式４）にて行うものとし、質問票は「９　問い合わせ先」あてEメールにより提出すること。また、質問票を提出した旨を電話で連絡すること。
・　質問票の提出期限は、６月８日（月）正午までとする。
・　回答は６月１０日（水）までに、大分県庁ホームページにて掲載する。

６　審査及び結果通知
（１）書面審査とする。
（２）審査は、応募者の提出した書類に基づいて別に定める審査委員会で行い、最優秀提案１件を選定する。
（３）審査は、別表１「審査基準表」に基づき行う。
（４）最優秀提案を行った者を委託候補者とする。ただし、評価の結果、最高点の提案が複数ある場合は、審査委員の協議により最優秀提案者を決定する。また、委託候補者との契約が成立しない場合は、次点の者を委託候補者とする。
（５）提案者が１者の場合においても、審査を実施するものとし、審査の結果、別表１「審査基準表」の基準を満たし、業務を適切に実施できると審査委員会が判断する場合には、当該事業者を委託候補者として決定する。
（６）審査結果は、令和８年６月２５日（木）を目途に、企画提案者全員に対してEメールにより通知する。なお、審査の結果に関する問い合わせ、異議申し立ては受け付けない。
（７）委託候補者が審査委員を通じて不正な行為を行い、審査結果を自ら有利にしたことが判明したときは、契約を締結しない。なお、契約締結後に判明したときは、当該契約を無効とする。

７　企画提案に係るスケジュール
　　６月　１日（月）　　　公示
　　６月　８日（月）正午　質問書提出期限（回答は６月１０日（水）までに行う）
　　６月１５日（月）正午　参加申込書・参加資格確認申請書提出期限
　　６月１９日（金）正午　企画提案書等提出期限
　　６月２５日（木）　　　審査結果通知

８　その他
・　事業実施にあたっては、県と協議のうえ進めるものとする。
・　委託先に決定した法人と、業務の実行、実施体制等について協議、調整したうえで委託契約を締結する。協議、調整の結果、企画提案のあった内容、金額について変更が生じる場合がある。
・　参加団体による企画提案書の作成、提出等に要する経費は負担しない。
・　提出された企画提案書等は返却しない。なお、企画提案書等は選定以外には使用しない。
・　提出された企画提案書等に不備があった場合、審査の対象とならないことがある。
・　虚偽の記載をした参加申込書等は無効とする。また、参加要件を満たさない者又は委託事業者選定までの間に参加要件を満たさなくなった者が提出した参加申込書等は無効とする。
・　参加要件を満たしていない場合、企画競争で最高位の評価を受けても契約締結ができないので注意すること。なお、この場合は、次順位の者と契約を締結する。
・　公正な審査を妨害すると認められる、またはその恐れのあるあらゆる行為を禁止する。禁止行為を行った者が提出した参加申込書等は無効とする。

９　問い合わせ先
　　大分県福祉保健部健康政策・感染症対策課　疾病対策班　大平、野田
　　E-mail：a12220@pref.oita.lg.jp
　　電　話：097-506-2757
